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厚生労働大臣

長 妻 昭 殿

中央社会保険医療協議会

会 長 遠 藤 久 夫

答 申 書

（平成２２年度診療報酬改定について）

平成２２年１月１５日付け厚生労働省発保0115第１号をもって諮問のあった件

について、別紙１から別紙６までの改正案を答申する。

なお、答申に当たっての本協議会の意見は、別添のとおりである。

KYIVY
スタンプ



（別添）  

 

１ 再診料や外来管理加算、入院基本料等の基本診療料については、その在り方について

検討を行うこととするほか、財政影響も含め、平成２２年度診療報酬改定における見直

しの影響を検証するとともに、その結果を今後の診療報酬改定に反映させること。  

 

２ 慢性期入院医療の在り方を総合的に検討するため、一般病棟や療養病棟、障害者病棟

を含めた横断的な実態調査を行い、その結果を今後の診療報酬改定に反映させること。  

 

３ 新生児集中治療の評価や小児救急医療の評価、有床診療所・療養病床の後方病床機能

の評価を含め、平成２２年度診療報酬改定で重点課題として評価した事項については、

見直しにおける影響を検証するとともに、その結果を今後の診療報酬改定に反映させる

こと。  

 

４ 平成２２年度診療報酬改定で講じることとした、厳しい勤務実態にある病院勤務医の

負担軽減及び処遇改善に係る措置の効果を検証するとともに、その結果等を踏まえ、い

わゆるドクターフィーの導入の是非も含め、更なる取組の必要性について、検討を行う

こと。  

 

５ 救急医療機関の勤務医の負担を軽減する観点から、保険者や地方公共団体をはじめと

する各関係者は、医療機関の適正受診に関する啓発を行うこと。また、その効果が現れ

ない場合には、更なる取組について検討を行うこと。  

 

６ 看護職員の厳しい勤務実態等を十分把握した上で、看護職員の配置や夜勤時間に関す

る要件の在り方を含め、看護職員の負担軽減及び処遇改善に係る措置等について、検討

を行うこと。  

 

７ 薬剤師の病棟配置の評価を含め、チーム医療に関する評価について、検討を行うこと。  

 

８ 訪問看護については、診療報酬と介護報酬の同時改定に向けて、訪問看護ステーショ

ンの安定的な経営や、患者の病状に合わせた訪問に対する評価の在り方について、検討

を行うこと。  

 

９ リハビリテーションや精神医療など、平成２２年度診療報酬改定で大幅な見直しを行

った分野については、その影響を検証するとともに、その結果を今後の診療報酬改定に

反映させること。  



 

１０ 平成２２年度診療報酬改定以降順次実施するＤＰＣの調整係数の廃止・新たな機能

評価係数の導入については、その影響を十分に評価するとともに、これを踏まえながら、

今後、最終的に設定する調整係数廃止後の評価方法等について引き続き検討を行うこと。

また、併せて高額薬剤の取り扱い等についても検討を行うこと。  

 

１１ 診療報酬と介護報酬の同時改定に向け、必要な医療・介護サービスが切れ目無く円

滑に提供されるよう、検討を行うこと。  

 

１２ 地域特性を踏まえた診療報酬の在り方について、検討を行うこと。  

 

１３ 診療報酬体系の簡素・合理化について引き続き取り組むとともに、個々の診療報酬

項目の名称について国民に分かりやすいものになるよう検討を行うこと。  

 

１４ 診療報酬における包括化やＩＴ化の進展等の状況変化を踏まえて、診療報酬の請求

方法や、指導・監査等適切な事後チェックに資するための検討を引き続き行うこと。  

 

１５ 明細書発行の実施状況等を検証するとともに、その結果も踏まえながら、患者への

情報提供の在り方について検討を行うこと。  

 

１６ 平成２２年度診療報酬改定の実施後においては、特に以下の項目について調査・検

証を行うこととすること。  

(1) チーム医療に関する評価創設後の役割分担の状況や医療内容の変化及び病院勤務医

の負担軽減の状況  

(2) 在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況  

(3) 在宅歯科医療及び障害者歯科医療の実施状況  

(4) 義歯修理の実施状況、義歯に関する患者満足度の状況及び歯科技工士の雇用状況  

(5) 後発医薬品の処方・調剤の状況  

 

なお、上記の事項については、できるだけ早急に取組を開始するとともに、国民がより

質の高い医療を受けることが出来るよう、幅広い視点に立って、診療報酬のあり方につい

て検討を行うこと。  

 



中医協答申（平成22年2月12日）
附帯意見等に基づく

次期診療報酬改定に向けた
今後の検討課題に関する提案

（注）現時点での主な提案事項であり、今後の議論の過程で、提案の具体化や
追加提案等を随時行う予定。

平成２２年５月２６日

中央社会保険医療協議会 診療側委員

安達秀樹 嘉山孝正 鈴木邦彦

西澤寛俊 邉見公雄 渡辺三雄 三浦洋嗣
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１． 「再診料や外来管理加算、入院基本料等の基本診療料に
ついては、その在り方について検討を行う」

• 「技術」と「モノ」の評価の分離※

• 基本診療料に含まれるとされる建物・設備等のキャピタル・コストや人
件費等のオペレーティング・コストや技術料の積算根拠の明確化、原
価計算による根拠に基づく点数設定※

• 加算ではなく基本診療料及び特掲診療料本体の引き上げによる対
応※

• 病院における複数科同日受診の再診料の算定

具体的に検討すべき主な項目

• 技術評価の調査（→医療技術評価分科会）※

• 基本診療料及び技術料に係る中間消耗材料費等を含むコスト分析
調査（→医療機関のコスト調査分科会）※

• 消費税に関わる損税の実態調査※

• 病院における複数科同日受診の実態調査
• 再診料の意味合いに関する調査※

今後実施すべき調査内容（検証部会実施分を除く）
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※医科歯科共通項目



４． 「いわゆるドクターフィーの導入の是非も含め、（厳しい勤務
実態にある病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に係る）更な
る取組の必要性について、検討を行う」

• 「技術」と「モノ」の評価の分離（再掲）
• 「ドクターフィー」導入の是非
• 手術料における外保連試案の適切な活用（共通部分の歯科におけ
る活用を含む）

• 内科系の技術評価の在り方（→内保連の検討）
• 歯科の技術評価の在り方（→歯科医学会の活用）
• 診療所医師による病院診療に対する評価の充実
• 診療報酬以外での政策的対応（保険局、医政局、労働基準局等に
よる統一的な取り組みが必要）

具体的に検討すべき主な項目

• 手術料の評価の引き上げによる労働環境の改善度調査（→検証部
会）

• 診療所医師による病院診療の実施状況の調査
• 歯科病院および病院における歯科の役割と採算性の調査

今後実施すべき調査内容（検証部会実施分を除く）
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１０．「DPCの調整係数の廃止・新たな機能評価係数の導入につ
いては、その影響を十分に評価するとともに、これを踏まえなが
ら、今後、最終的に設定する調整係数廃止後の評価方法等に
ついて引き続き検討を行うこと。また、併せて高額薬剤の取り扱
い等についても検討を行う」

• 新機能評価係数の決定プロセスの可視化
• 調整係数廃止後の評価方法の在り方
• DPCにおける高額薬剤（抗がん剤等）の適切な取り扱
いの検討

具体的に検討すべき主な項目

• 調整係数の廃止・新機能評価係数の導入の影響の
調査（→DPC評価分科会）

• クリニカルリサーチにおけるDPCの弊害の調査

今後実施すべき調査内容
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１２．「地域特性を踏まえた診療報酬の在り方について、検討を
行う」

• 医療資源（医師数・看護職員数等）の過少な地域に
おける算定要件緩和

• 都道府県に対する裁量権付与の是非の検討

具体的に検討すべき主な項目

• 地域ごとの医療提供、医療需要の調査（需要と供給
の実態に基づいた地域特性の把握）

今後実施すべき調査内容

5



６．「看護職員の厳しい勤務実態等を十分把握した上で、看護
職員の配置や夜勤時間に関する要件の在り方を含め、看護職
員の負担軽減及び処遇改善に係る措置等について、検討を行
う」

• 入院基本料における夜勤72時間要件の抜本的な見
直し

• 看護師の多様な雇用形態および労働形態の検討
• 潜在看護師の復職支援策

具体的に検討すべき主な項目

• 看護職員の勤務実態調査
• 現場の看護職員からのヒアリング

今後実施すべき調査内容
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７． 「薬剤師の病棟配置の評価を含め、チーム医療に関する評
価について、検討を行う」

• 薬剤師の病棟配置の評価の在り方
• 多職種チーム（歯科を含む）での取り組みに対する評
価の充実

具体的に検討すべき主な項目

• 全病院における薬剤師の病棟配置の実態（病棟配置
数、総数、患者や医療従事者へのベネフィット等）の
調査（日本病院薬剤師会で実施）

• 脳卒中および頭頸部疾患等における歯科医療の関
わりの実態調査

今後実施すべき調査内容
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８．「訪問看護については、診療報酬と介護報酬の同時改定に
向けて、訪問看護ステーションの安定的な経営や、患者の病状
に合わせた訪問に対する評価の在り方について、検討を行う」

• 訪問看護ステーションの意義の見直しと充実のための
方策

• 訪問看護の適切な提供のための医療保険と介護保
険の間の整理（医療保険への一本化も含めた検討）

• 慢性的ケアを要する患者への訪問回数の制限撤廃

具体的に検討すべき主な項目

• 二次医療圏ごとの訪問看護ステーションの設置・運営
状況（規模別、24時間体制の当否、医療保険と介護
保険の利用状況、対象患者の状況、経営実態等）の
調査

今後実施すべき調査内容
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１１．「診療報酬と介護報酬の同時改定に向け、必要な医療・介
護サービスが切れ目無く円滑に提供されるよう、検討を行う」

• 医療保険と介護保険の給付対象の整理※

• 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、居住系サービス
における医療提供の整合性※

• 退院調整におけるリハ継続の確保などの連携強化※

• IT化や日本版RHIO（Regional Health Information 
Organization）などの取り組みを通じたシームレスな地域連携
の促進※

• 施設等における口腔管理の充実と評価

具体的に検討すべき主な項目

• 医療保険、介護保険のサービス提供の実態、患者・利用者
負担の整合性等の調査※

• 地域連携の実態調査※

今後実施すべき調査内容
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２． 「慢性期入院医療の在り方を総合的に検討するため、一般

病棟や療養病棟、障害者病棟を含めた横断的な実態調査を行
い、その結果を今後の診療報酬改定に反映させる」

• 各病期別機能分化の推進において、慢性期入院医
療の在り方・機能を明確化

• 認知症患者の状態像に応じた評価の在り方

具体的に検討すべき主な項目

• 一般病棟や療養病棟、障害者病棟、介護施設を含め
た横断的な実態調査（→慢性期入院評価分科会）

• 療養病棟や精神病棟における認知症患者の入院状
況、介護施設や在宅を含む認知症患者の分布状況
等の実態調査（→慢性期入院評価分科会）

今後実施すべき調査内容
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１５．「明細書発行の実施状況等を検証するとともに、その結果
も踏まえながら、患者への情報提供の在り方について検討を行
う」

• 明細書発行の目的と意義の再確認
• 明細書の書式の改善、効率的な提供方法の検討
• 明細書の項目の文言変更等（例えば、「悪性腫瘍」→
「腫瘍」への変更など）の可否

具体的に検討すべき主な項目

• 明細書発行に対する患者ニーズ調査

今後実施すべき調査内容（検証部会実施分除く）
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１３．「診療報酬体系の簡素・合理化について引き続き取り組む
とともに、個々の診療報酬項目の名称について国民に分かりや
すいものになるよう検討を行う」

• 加算ではなく基本診療料の引き上げによる対応（再
掲）

• 名称の平易化の目的と適正な範囲の検討

具体的に検討すべき主な項目

• 名称の分かりやすさに関する患者意識調査

今後実施すべき調査内容
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５．「救急医療機関の勤務医の負担を軽減する観点から、保険
者や地方公共団体等をはじめとする各関係者は、医療機関の適
正受診に関する啓発を行うこと。また、その効果が現れない場合
には、更なる取組について検討を行う」

• 医療機関の適正受診の促進方策

具体的に検討すべき主な項目

• 救急病院等における軽症患者の受診の実態、保険
者や地方公共団体等による適正受診の啓発活動の
実施状況等の調査

今後実施すべき調査内容
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その他、具体的に検討すべき主な事項

• 医療行為に見合った診療報酬の評価
• 診療報酬で評価する部分と補助金でカバーする部分の整理
• 各種加算の設定根拠の明確化（人件費等のコスト計算）
• 終末期医療についての国民的議論

診療報酬体系の全体的なあり方に関する事項

• 4疾病5事業への評価の充実（がん登録に対する診療報酬上の評価等）
• 総合入院体制加算の要件緩和
• 主訴に適切に対応する歯科医学管理のあり方の検討
• 在宅歯科診療の適切な評価
• 後発医薬品の薬価の逆転現象への対応（→薬価専門部会）

診療報酬の個別の点数設定等に関する事項

• 医療経済実態調査等の見直しと充実
• パブコメ、公聴会のあり方と時期、場所の検討
• 答申と施行の時期の見直し（現場での対応に必要な時間の確保）

審議の進め方に関する事項
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1 

 

中医協における今後の検討課題に関する 1 号側（支払側）の意見 

 

平成 22 年 6 月 23 日 

 

平成 24 年度診療報酬改定に向けた今後の検討については、①中医協の枠組みで調査・検

証すべきもの、②その他の調査を活用して検討を進めるべきもの－とを区分したうえで、

検討項目、検討時期等を早急に整理するよう求めたい。 

 そのうえで、中医協において検討を進めるにあたっては、22 年度改定答申・附帯意見で

示された項目を前提に、基本診療料のあり方や医療・介護の同時改定に向けた検討項目な

ど優先順位の高いものから、順次、調査・検証等を実施し、改定論議に間に合うよう報告

を得ていく必要がある。また、レセプト電子請求を活用して診療行為別点数の算定状況を

把握する等、必要なデータを迅速に収集する方向で準備を進めるべきである。 

 さらに、厚生労働省事務局には、各側意見を踏まえ、早急に検討スケジュールのたたき

台を示すことを求めたい。 

附帯意見のうち、支払側として特に優先的な調査・検証が必要と考える項目を以下に示

す。 

 

Ⅰ. 支払側の考え方 

附帯意見１「再診料や外来管理加算、入院基本料等の基本診療料について～」 

（１）外来に関わる初・再診料、外来診療料、各種加算（外来管理加算、地域医療貢献加

算等）の意義や位置づけを検討すべき。 

【主な調査内容】 

・外来管理加算と地域医療貢献加算の算定状況と効果検証 

 

（２）急性期医療の充実強化や病床の機能分化の推進に資する入院基本料等のあり方なら

びに医療機関の特性に応じた加算や特定入院料によるメリハリのつけ方、それらの整

理・合理化について検討すべき。 

【主な調査内容】 

・一般病棟入院基本料の入院早期加算引上げに伴う影響 

・亜急性期・回復期の病床機能や患者像の実態把握 

・回復期リハビリテーション病棟入院料の算定状況、効果検証 

・救急入院医療に関わる加算、特定入院料充実による影響 

・各種加算の算定状況と創設時の目的と現状比較 

附帯意見２「慢性期入院医療の在り方を総合的に検討～」 

一般病床における長期入院患者への医療区分・ＡＤＬ区分に基づく包括評価の導入及

び特定患者の定義および特定入院基本料のあり方を検討すべき。 

【主な調査内容】 

・一般病床・療養病棟等における長期入院患者の実態把握 
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・有床診療所入院患者の実態把握、有床診療所入院基本料引上げによる影響（病床数、

入院期間、医療必要度等） 

・療養病棟入院基本料の再編に伴う影響（患者像や退院・転棟等の状況） 

附帯意見４「～、厳しい勤務実態にある病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に係る措置～」 

改定の効果や影響の検証結果、国の政策や予算上の措置等の関連情報の提供を受け、

負担軽減に向けたさらなる見直しを検討すべき。 

【主な調査内容】 

・医師事務作業補助者の配置状況や勤務医への負担軽減効果 

・勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する具体的計画の実施状況 

附帯意見６「看護職員の厳しい勤務実態等を十分把握～」 

看護職員の確保・定着、医療安全の確保等に向けた検討をすべき。 

【主な調査内容】 

・看護職員および看護補助職員の勤務実態調査（夜勤等の実態、看護補助者の配置等） 

・7：1、10：1特別入院基本料および看護補助加算の算定状況 

附帯意見10「～ＤＰＣの調整係数の廃止・新たな機能評価係数の導入について～」 

調整係数から新たな機能評価係数への円滑な置換えを検討するとともに、今回導入が

見送られた項目の継続的検討を進める。 

【主な調査内容】 

・新たな機能評価係数導入後の影響 

附帯意見11「診療報酬と介護報酬の同時改定に向け、必要な医療・介護サービスが～」 

検証部会での検証（在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況）も含め、医療・

介護サービスの連携、患者の療養環境等の実態を把握した上で、▽医療と介護の機能分

担と連携、整合性、▽利用者の立場に立ったシームレスなサービス提供、▽サービスの

重複・空白部分－等の問題点を整理し、診療報酬・介護報酬体系の整理も含め、早期に

診療報酬上の評価の在り方を検討すべき。 

【主な調査内容】 

・医療機関と介護施設等の連携状況（各種加算等の算定状況と効果） 

・在宅医療・看護のサービス提供に関わる実態調査 

 

附帯意見14「～診療報酬の請求方法や、指導・監査等適切な事後チェック～」 

医療費の適正化、事務の効率化、中医協における検討に必要なエビデンスの確保のた

めに、電子請求の全面的な普及を目指し、未コード化傷病名の解消や標準傷病名での請求

の徹底など、電子化に対応したレセプト様式の見直しを検討すべき。 

 

附帯意見16「～調査・検証を行うこととする。～(5)後発医薬品の処方・調剤の状況～」 

22年度改定で要件を見直した後発医薬品調剤体制加算、新設した後発医薬品使用体制

加算について、算定状況、効果や影響等を検証、検討すべき。 

 



 

3 

○附帯意見以外の項目 

22年度薬価制度改革の検証については、薬価専門部会において、新薬創出・適応外薬

解消等促進加算の検証（財政影響、未承認薬・適応外薬の開発状況等）を制度の進捗状況

等を踏まえながら、確実に実施すべき。 
 

Ⅱ．診療側の提案に対する意見 

 診療側の次期診療報酬改定に向けた今後の検討課題に関する提案の中には、中医協以外

で議論すべきものや、実態や問題がまだ明らかになっていない項目も含まれている。委員

間で現状認識や問題意識を共有しつつ、優先順位を考慮しながらより有効な改善策につい

て議論することに異存はないが、以下の項目については特に慎重な検討が必要であると考

える。 

 

・基本診療料のあり方や内容等について議論することは賛成だが、診療側の提案では、基

本診療料の中で「技術」と「モノ」の評価の分離、キャピタル・コストや人件費等の積

算根拠の明確化まで含めて具体的に検討すべきとされている。しかしながら、これらの

項目については、技術料設定の考え方や基本診療料についての考え方など、様々な検討

課題が考えられるため、検討の対象を絞り込むなど、慎重に検討すべき。 

・ドクターフィーの導入については、診療報酬のあり方に大きな影響を及ぼすため、十分

に慎重な検討を図るべき。 

・地域特性を踏まえた診療報酬の在り方については、現行の地域加算との整合性、見直し

を含めて、指標とすべきデータの検討、地域の実態等を精査した上で、地域特性を考慮

した診療報酬の在り方について慎重に検討すべき。 
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附帯意見の内容 主な検討、検証の場 1号側意見 2号側意見 対応案
（１）外来に関わる初・再診料、外来診療料、各種
加算（外来管理加算、地域医療貢献加算等）の意義
や位置づけを検討すべき。（１－１－①）
（２）急性期医療の充実強化や病床の機能分化の推
進に資する入院基本料等のあり方ならびに医療機関
の特性に応じた加算や特定入院料によるメリハリの
つけ方、それらの整理・合理化について検討すべ
き。（１－１－②）
【診療側の提案に対する意見】
・基本診療料のあり方や内容等について議論するこ
とは賛成だが、診療側の提案では、基本診療料の中
で「技術」と「モノ」の評価の分離、キャピタル・
コストや人件費等の積算根拠の明確化まで含めて具
体的に検討すべきとされている。しかしながら、こ
れらの項目については、技術料設定の考え方や基本
診療料についての考え方など、さまざまな検討課題
が考えられるため、検討の対象を絞り込むなど、慎
重に検討すべき。（１－１－③）

【具体的に検討すべき主な項目】
・「技術」と「モノ」の評価の分離※（１－２－
①）
・基本診療料に含まれるとされる建物・設備等の
キャピタル・コストや人件費等のオペレーティン
グ・コストや技術料の積算根拠の明確化、原価計算
による根拠に基づく点数設定※（１－２－②）
・加算ではなく基本診療料及び特掲診療料本体の引
き上げによる対応※（１－２－③）
・病院における複数科同時受診の再診料の算定（１
－２－④）
※医科歯科共通項目

【中医協で議論可能なもの】
・１－１－①、１－１－②、１－１－
③、１－２－①、１－２－②、１－２－
③、１－２－④
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

【主な調査内容】
・外来管理加算と地域医療貢献加算の算定状況と効
果検証（１－１－１）
・一般病棟入院基本料の入院早期加算引上げに伴う
影響（１－１－２）
・亜急性期・回復期の病床機能や患者増の実態把握
（１－１－３）
・回復期リハビリテーション病棟入院料の算定状
況、効果検証（１－１－４）
・救急入院医療に関わる加算、特定入院料充実によ
る影響（１－１－５）
・各種加算の算定状況と創設時の目的と現状比較
（１－１－６）

【今後実施すべき調査内容（検証部会実施分を除
く）】
・技術評価の調査（→医療技術評価分科会）※（１
－２－１）
・基本診療料及び技術料に係る中間消耗材料費等を
含むコスト分析調査（→医療機関のコスト調査分科
会）※（１－２－２）
・消費税に関わる損税の実態調査※（１－２－３）
・病院における複数科同日受診の実態調査（１－２
－４）
・再診料の意味合いに関する調査※（１－２－５）
※医科歯科共通項目

【既存の調査等で対応】
・平成21年度検証部会調査
　１－１－３
・社会医療診療行為別調査（平成22年6
月実施、平成23年6月結果予定）
・施設基準等の届出状況調査（平成22年
7月1日実施、平成23年3月結果予定）
　１－１－６
・受療行動調査（平成20年度調査）
　１－２－４
【今後調査予定】
・平成22年度検証部会調査（平成22年11
月実施、平成23年2月結果予定）
　１－１－１、１－１－５、１－２－５
・平成23年度検証部会調査（平成23年6
月実施、平成23年9月結果予定)
　１－１－４
・技術評価分科会調査（平成23年2月実
施、平成24年1月結果予定）
　１－２－１
【現時点では調査予定なし】
・１－１－２、１－２－２、１－２－３

一般病床における長期入院患者への医療区分・
ADL区分に基づく包括評価の導入及び特定患者の定
義および特定入院基本料のあり方を検討すべき。
（２－１－①）

【具体的に検討すべき主な項目】
・各病期別機能分化の推進において、慢性期入院医
療の在り方・機能を明確化（２－２－①）
・認知症患者の状態像に応じた評価の在り方（２－
２－②）

【中医協で議論可能なもの】
・２－１－①、２－２－①、２－２－②
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

検証部会
基本問題小委員会

2 慢性期入院医療の在り方を総合的に検討
するため、一般病棟や療養病棟、障害者
病棟を含めた横断的な実態調査を行い、
その結果を今後の診療報酬改定に反映さ
せること。

基本問題小委員会
（慢性期入院評価分科
会）

1 再診料や外来管理加算、入院基本料等の
基本診療料については、その在り方につ
いて検討を行うこととするほか、財政影
響も含め、平成22年度診療報酬改定にお
ける見直しの影響を検証するとともに、
その結果を今後の診療報酬改定に反映さ
せること。
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【主な調査内容】
・一般病床・療養病棟等における長期入院患者の実
態把握（２－１－１）
・有床診療所入院患者の実態把握、有床診療所入院
基本料引上げによる影響（病床数、入院期間、医療
必要度等）（２－１－２）
・療養病棟入院基本料の再編に伴う影響（患者像や
退院・転棟等の状況）（２－１－３）

【今後実施すべき調査内容】
・一般病棟や療養病棟、障害者病棟、介護施設を含
めた横断的な実態調査（→慢性期入院評価分科会）
（２－２－１）
・療養病棟や精神病棟における認知症患者の入院状
況、介護施設や在宅を含む認知症患者の分布状況等
の実態調査（→慢性期入院評価分科会）（２－２－
２）

【既存の調査等で対応】
・なし
【今後調査予定】
・慢性期医療と介護の横断調査（平成22
年6月実施、平成22年夏頃速報予定）
２－１－１、２－１－２（療養病床の

み）、２－１－３、２－２－１、２－２
－２（療養病床について）
・平成23年度検証部会調査（平成23年6
月実施、平成23年9月結果予定）
　２－２－２（精神科病棟について）
【現時点では調査予定なし】
・なし

3 新生児集中治療の評価や小児救急医療の
評価、有床診療所・療養病床の後方病床
機能の評価を含め、平成22年度診療報酬
改定で重点課題として評価した事項につ
いては、見直しにおける影響を検証する
とともに、その結果を今後の診療報酬改
定に反映させること。

検証部会 平成22年度検証部会調査（平成22年11
月実施、平成23年2月結果予定）

改定の効果や影響の検証結果、国の政策や予算上
の措置等の関連情報の提供を受け、負担軽減に向け
たさらなる見直しを検討すべき。（４－1－①）
【診療側の提案に対する意見】
・ドクターフィーの導入については、診療報酬のあ
り方に大きな影響を及ぼすため、十分に慎重な検討
を図るべき。（４－１－②）

【具体的に検討すべき主な項目】
・「技術」と「モノ」の評価の分離（再掲）（４－
２－①）
・「ドクターフィー」導入の是非（４－２－②）
・手術料における外保連試案の適切な活用（共通部
分の歯科における活用を含む）（４－２－③）
・内科系の技術評価の在り方（→内保連の検討）
（４－２－④）
・歯科の技術評価の在り方（→歯科医学会の活用）
（４－２－⑤）
・診療所の医師による病院診療に対する評価の充実
（４－２－⑥）
・診療報酬以外での政策的対応（保険局、医政局、
労働基準局等による統一的な取り組みが必要）（４
－２－⑦）

【中医協で議論可能なもの】
・４－１－①、４－１－②、４－２－
①、４－２－③、４－２－④、４－２－
⑤、４－２－⑥
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・４－２－②、４－２－⑦

【主な調査内容】
・医師事務作業補助者の配置状況や勤務医への負担
軽減効果（４－１－１）
・勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する具体的計
画の実施状況（４－１－２）

【今後実施すべき調査内容（検証部会実施分を除
く）】
・手術料の評価の引き上げによる労働環境の改善度
調査（→検証部会）（４－２－１）
・診療所医師による病院診療の実施状況の調査（４
－２－２）
・歯科病院および病院における歯科の役割と採算性
の調査（４－２－３）

【既存の調査等で対応】
・日本歯科医学会が実施予定
　４－２－３
【今後調査予定】
・平成23年度検証部会調査（平成23年6
月実施、平成23年9月結果予定）
　４－１－１、４－１－２
【現時点では調査予定なし】
・４－２－１、４－２－２

4 平成22年度診療報酬改定で講じること
とした、厳しい勤務実態にある病院勤務
医の負担軽減及び処遇改善に係る措置の
効果を検証するとともに、その結果等を
踏まえ、いわゆるドクターフィーの導入
の是非も含め、更なる取組の必要性につ
いて、検討を行うこと。

検証部会
基本問題小委員会
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【具体的に検討すべき主な項目】
・医療機関の適正受診の促進方策（５－２－①）

【中医協で議論可能なもの】
・５－２－①（診療報酬や選定療養に関
するものに限る）
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

【今後実施すべき調査内容】
・救急病院等における軽症患者の受診の実態、保険
者や地方公共団体等による適正受診の啓発活動の実
施状況等の調査（５－２－１）

【既存の調査等で対応】
・なし
【今後調査予定】
・保険者に対する調査を実施予定
　５－２－１
【現時点では調査予定なし】
・なし

看護職員の確保・定着、医療安全の確保等に向け
た検討をすべき。（６－１－①）

【具体的に検討すべき主な項目】
・入院基本料における夜勤７２時間要件の抜本的な
見直し（６－２－①）
・看護師の多様な雇用形態および労働形態の検討
（６－２－②）
・潜在看護師の復職支援策（６－２－③）

【中医協で議論可能なもの】
・６－２－①
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・６－１－①、６－２－②、６－２－③

【主な調査内容】
・看護職員および看護補助職員の勤務実態調査（夜
勤等の実態、看護補助者の配置等）（６－１－１）
・７：１、１０：１特別入院基本料および看護補助
加算の算定状況（６－１－２）

【今後実施すべき調査内容】
・看護職員の勤務実態調査（６－２－１）
・現場の看護職員からのヒアリング（６－２－２）

【既存の調査等で対応】
・社会医療診療行為別調査（平成22年6
月実施、平成23年6月結果予定）
　６－１－１、６－１－２
・施設基準等の届出状況調査（平成22年
7月1日実施、平成23年3月結果予定）
６－１－１、６－１－２、６－２－１

(看護要員の夜勤受け持ち患者数や月平
均夜勤時間に限る）
【今後調査予定】
・なし
【現時点では調査予定なし】
・６－２－２

【具体的に検討すべき主な項目】
・薬剤師の病棟配置の評価の在り方（７－２－①）
・多職種チーム（歯科を含む）での取り組みに対す
る評価の充実（７－２－②）

【中医協で議論可能なもの】
・７－２－①、７－２－②
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

【今後実施すべき調査内容】
・全病院における薬剤師の病棟配置の実態（病棟配
置数、総数、患者や医療従事者へのベネフィット
等）の調査（日本病院薬剤師会で実施）（７－２－
１）
・脳卒中および頭頸部疾患等における歯科医療の関
わりの実態調査（７－２－２）

【既存の調査等で対応】
・日本歯科医学会が実施予定
　７－２－２
【今後調査予定】
・新規調査を実施予定（平成23年度）
　７－２－１
【現時点では調査予定なし】
・なし

【具体的に検討すべき主な項目】
・訪問看護ステーションの意義の見直しと充実のた
めの方策（８－２－①）
・訪問看護の適切な提供のための医療保険と介護保
険の間の整理（医療保険への一本化も含めた検討）
（８－２－②）
・慢性的ケアを要する患者への訪問回数の制限撤廃
（８－２－③）

【中医協で議論可能なもの】
・８－２－①（診療報酬や訪問看護療養
費に関するものに限る）、８－２－③
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・８－２－②

5 救急医療機関の勤務医の負担を軽減す
る観点から、保険者や地方公共団体をは
じめとする各関係者は、医療機関の適正
受診に関する啓発を行うこと。また、そ
の効果が現れない場合には、更なる取組
について検討を行うこと。

基本問題小委員会

6 看護職員の厳しい勤務実態等を十分把
握した上で、看護職員の配置や夜勤時間
に関する要件の在り方を含め、看護職員
の負担軽減及び処遇改善に係る措置等に
ついて、検討を行うこと。

基本問題小委員会

訪問看護については、診療報酬と介護
報酬の同時改定に向けて、訪問看護ス
テーションの安定的な経営や、患者の病
状に合わせた訪問に対する評価の在り方
について、検討を行うこと。

基本問題小委員会

7 薬剤師の病棟配置の評価を含め、チー
ム医療に関する評価について、検討を行
うこと。

基本問題小委員会
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【今後実施すべき調査内容】
・二次医療圏ごとの訪問看護ステーションの設置・
運営状況（規模別、２４時間体制の当否、医療保険
と介護保険の利用状況、対象患者の状況、経営実態
等）の調査（８－２－１）

【既存の調査等で対応】
・社会医療診療行為別調査（平成22年6
月実施、平成23年6月結果予定）
・平成21年度介護サービス・事業所調査
（平成21年9月実施、平成22年10月結果
予定）
・平成22年度介護サービス・事業所調査
（平成22年9月実施、平成23年10月結果
予定）
　８－２－１（二次医療圏ごとは除く）
【今後調査予定】
・なし
【現時点では調査予定なし】
・なし

9 リハビリテーションや精神医療など、
平成22年度診療報酬改定で大幅な見直し
を行った分野については、その影響を検
証するとともに、その結果を今後の診療
報酬改定に反映させること。

検証部会 平成23年度検証部会調査（平成23年6
月実施、平成23年9月結果予定）

調整係数から新たな機能評価係数への円滑な置換
えを検討するとともに、今回導入が見送られた項目
の継続的検討を進める。（１０－１－①）

【具体的に検討すべき主な項目】
・新機能評価係数の決定プロセスの可視化（１０－
２－①）
・調整係数廃止後の評価方法の在り方（１０－２－
②）
・ＤＰＣにおける高額薬剤（抗がん剤等）の適切な
取り扱いの検討（１０－２－③）

【中医協で議論可能なもの】
・１０－１－①、１０－２－①、１０－
２－②、１０－２－③
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

【主な調査内容】
・新たな機能評価係数導入後の影響（１０－１－
１）

【今後実施すべき調査内容】
・調整係数の廃止・新機能評価係数の導入の影響の
調査（→ＤＰＣ評価分科会）（１０－２－１）
・クリニカルリサーチにおけるＤＰＣの弊害の調査
（１０－２－２）

【既存の調査等で対応】
・平成22年度特別調査（平成22年10月実
施、平成23年2月結果予定）
　１０－１－１、１０－２－１
【今後調査予定】
・なし
【現時点では調査予定なし】
・１０－２－２

検証部会での検証（在宅医療の実施状況及び医療
と介護の連携状況）も含め、医療・介護サービスの
連携、患者の療養環境等の実態を把握した上で、▽
医療と介護の機能分担と連携、整合性、▽利用者の
立場に立ったシームレスなサービス提供、▽サービ
スの重複・空白部分－等の問題点を整理し、診療報
酬・介護報酬体系の整理も含め、早期に診療報酬上
の評価の在り方を検討すべき。（１１－１－①）

【具体的に検討すべき主な項目】
・医療保険と介護保険の給付対象の整理※（１１－
２－①）
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、居住系
サービスにおける医療提供の整合性※（１１－２－
②）
・退院調整におけるリハ継続の確保などの連携強化
※（１１－２－③）
・ＩＴ化や日本版ＲＨＩＯ（Regional Health
Information Organization）などの取り組みを通じ
たシームレスな地域連携の促進※（１１－２－④）
・施設等における口腔管理の充実と評価（１１－２
－⑤）
※医科歯科共通項目

【中医協で議論可能なもの】
・１１－１－①、１１－２－①、１１－
２－②、１１－２－③、１１－２－⑤
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・１１－２－④

10 平成22年度診療報酬改定以降順次実施
するDPCの調整係数の廃止・新たな機能評
価係数の導入については、その影響を十
分に評価するとともに、これを踏まえな
がら、今後、最終的に設定する調整係数
廃止後の評価方法等について引き続き検
討を行うこと。また、併せて高額薬剤の
取り扱い等についても検討を行うこと。

基本問題小委員会
（ＤＰＣ評価分科会）

11 診療報酬と介護報酬の同時改定に向
け、必要な医療・介護サービスが切れ目
無く円滑に提供されるよう、検討を行う
こと。

基本問題小委員会
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【主な調査内容】
・医療機関と介護施設等の連携状況（各種加算等の
算定状況と効果）（１１－１－１）
・在宅医療・看護のサービス提供に関わる実態調査
（１１－１－２）

【今後実施すべき調査内容】
・医療保険、介護保険のサービス提供の実態、患
者・利用者負担の整合性等の調査※（１１－２－
１）
・地域連携の実態調査※（１１－２－２）
※医科歯科共通項目

【既存の調査等で対応】
・なし
【今後調査予定】
・平成23年度検証部会調査（平成23年6
月実施、平成23年9月結果予定）
　１１－１－１、１１－１－２
【現時点では調査予定なし】
・１１－２－１、１１－２－２

【診療側の提案に対する意見】
・地域特性を踏まえた、診療報酬の在り方について
は、現行の地域加算との整合性、見直しを含めて、
指標とすべきデータの検討、地域の実態等を精査し
た上で、地域特性を考慮した診療報酬の在り方につ
いて慎重に検討すべき。（１２－１－①）

【具体的に検討すべき主な項目】
・医療資源（医師数・看護職員数等）の過少な地域
における算定要件緩和（１２－２－①）
・都道府県に対する裁量権付与の是非の検討（１２
－２－②）

【中医協で議論可能なもの】
・１２－１－①、１２－２－①
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・１２－２－②

【今後実施すべき調査内容】
・地域ごとの医療提供、医療需要の調査（需要と供
給の実態に基づいた地域特性の把握）（１２－２－
１）

【既存の調査等で対応】
・なし
【今後調査予定】
・なし
【現時点では調査予定なし】
・１２－２－１

【具体的に検討すべき主な項目】
・加算ではなく基本診療料の引き上げによる対応
（再掲）（１３－２－①）
・名称の平易化の目的と適正な範囲の検討（１３－
２－②）

【中医協で議論可能なもの】
・１３－２－①、１３－２－②
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

【今後実施すべき調査内容】
・名称の分かりやすさに関する患者意識調査（１３
－２－１）

【既存の調査等で対応】
・なし
【今後調査予定】
・平成22年度検証部会調査（平成22年11
月実施、平成23年2月結果予定）
　１３－２－１
【現時点では調査予定なし】
・なし

14 診療報酬における包括化やIT化の進展
等の状況変化を踏まえて、診療報酬の請
求方法や、指導・監査等適切な事後
チェックに資するための検討を引き続き
行うこと。

基本問題小委員会 医療費の適正化、事務の効率化、中医協における
検討に必要なエビデンスの確保のために、電子請求
の全面的な普及を目指し、未コード化傷病名の解消
や標準傷病名での請求の徹底など、電子化に対応し
たレセプト様式の見直しを検討すべき。（１４－１
－①）

【中医協で議論可能なもの】
・１４－１－①
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

【具体的に検討すべき主な項目】
・明細書発行の目的と意義の再確認（１５－２－
①）
・明細書の書式の改善、効率的な提供方法の検討
（１５－２－②）
・明細書の項目の文言変更等（例えば、「悪性腫
瘍」→「腫瘍」への変更など）の可否（１５－２－
③）

【中医協で議論可能なもの】
・１５－２－①、１５－２－②、１５－
２－③
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

12 地域特性を踏まえた診療報酬の在り方
について、検討を行うこと。

基本問題小委員会

15 明細書発行の実施状況等を検証すると
ともに、その結果も踏まえながら、患者
への情報提供の在り方について検討を行
うこと。

検証部会

13 診療報酬体系の簡素・合理化について
引き続き取り組むとともに、個々の診療
報酬項目の名称について国民に分かりや
すいものになるよう検討を行うこと。

基本問題小委員会
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【今後実施すべき調査内容（検証部会実施分を除
く）】
・明細書発行に対する患者ニーズ調査（１５－２－
１）

【既存の調査等で対応】
・なし
【今後調査予定】
・検証部会調査
１５－２－１（平成22年11月実施、平

成23年2月結果予定）
【現時点では調査予定なし】
・なし

平成22年度診療報酬改定の実施後におい
ては、特に以下の項目について調査・検
証を行うこと。

（１）チーム医療に関する評価創設後の
役割分担の状況や医療内容の変化及び病
院勤務医の負担軽減の状況

（２）在宅医療の実施状況及び医療と介
護の連携状況

（３）在宅歯科医療及び障害者歯科医療
の実施状況

（４）義歯修理の実施状況、義歯に関す
る患者の満足度の状況及び歯科技工士の
雇用状況

（５）後発医薬品の処方・調剤の状況

【附帯意見以外の項目】
　22年度薬価制度改革の検証については、薬価専門
部会において、新薬創出・適応外薬解消等促進加算
の検証（財政影響、未承認薬・適応外薬の開発状況
等）を制度の進捗状況等を踏まえながら、確実に実
施すべき。（他－１－①）

【その他、具体的に検討すべき主な事項】
（診療報酬体系の全体的なあり方に関する事項）
・医療行為に見合った診療報酬の評価（他－２－
①）
・診療報酬で評価する部分と補助金でカバーする部
分の整理（他－２－②）
・各種加算の設定根拠の明確化（人件費等のコスト
計算）（他－２－③）
・終末期医療についての国民的議論（他－②－④）
（診療報酬の個別の点数設定等に関する事項）
・４疾病５事業への評価の充実（がん登録に対する
診療報酬上の評価等）（他－２－⑤）
・総合入院体制加算の要件緩和（他－２－⑥）
・主訴に適切に対応する歯科医学管理のあり方の検
討（他－２－⑦）
・在宅歯科診療の適切な評価（他－２－⑧）
・後発医薬品の薬価の逆転現象への対応（→薬価専
門部会）（他－２－⑨）
（審議の進め方に関する事項）
・医療経済実態調査等の見直しと充実（他－２－
⑩）
・パブコメ、公聴会のあり方と時期、場所の検討
（他ー２－⑪）
・答申と施行の時期の見直し（現場での対応に必要
な時間の確保）（他－２－⑫）

【中医協で議論可能なもの】
・他－１－①、他－２－①、他－２－
③、他－２－⑤、他－２－⑥、他－２－
⑦、他－２－⑧、他－２－⑨、他－２－
⑩、他－２－⑪、他－２－⑫（答申の時
期の見直しに限る）
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・他－２－②、他－２－④、他－２－⑫
（施行の時期の見直しに限る）

　２２年度改定で要件を見直した後発医薬品調剤体
制加算、新設した後発医薬品使用体制加算につい
て、算定状況、効果や影響等を検証、検討すべき。
（１６－１－①）

【中医協で議論可能なもの】
・１６－１－①
【中医協の議論だけでは対応できないも
の】
・なし

その他

16 検証部会
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平成２２年８月１６日 
厚生労働省 
保険局医療課長 
鈴 木 康 裕 殿 
 

次期診療報酬改定に向けた今後の議論の進め方についての 
「対応案」（平成 22 年 7 月 28 日）に対する二号側意見 

 

中央社会保険医療協議会 
二号側委員 

安 達 秀 樹 
嘉 山 孝 正 
鈴 木 邦 彦 
西 澤 寛 俊 
邉 見 公 雄 
渡 辺 三 雄 
三 浦 洋 嗣 

 
 

さる平成２２年７月２８日に開催された中央社会保険医療協議会総会において事務

局より今後の議論の進め方についての「対応案」が提示されたところ、下記の通り、同

案に対する二号側の意見を提出します。 
 

記 
 

１．検討項目について 
（１）項目分類 

事務局の「対応案」においては「中医協で議論可能なもの」と「中医協の議論だけで

は対応できないもの」に分類されているが、いずれに分類されるにしても二号側が提案

した事項は国民のためにより良い医療制度を実現していく上できわめて重要な項目ば

かりであり、たとえ「中医協の議論だけでは対応できない」としても、まずは中医協で

議論できる内容からでも率先して議論を始めるべきであると考える。 
したがって、「中医協で議論可能なもの」も含め、これらの項目について今後どのよ

うなタイムスケジュールで議論を進めていくのか、さらに「中医協だけでは対応できな

いもの」については他の審議会等とどのような形で連携して議論していくことができる

のか、といった点についても事務局案として整理していただきたい。 
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スタンプ



 2 / 4 
 

なお、「中医協で議論可能なもの」に分類されている項目については、「中医協で議論

可能」と判断する以上、例えば地域特性を踏まえた診療報酬の在り方に関する一号側意

見（１２－１－①）などの項目についても、それに値するだけのデータがあるという理

解でよいか。もし現時点ではデータがないということであるならば、「中医協で議論可

能」になるだけのデータを早急に準備していただきたい。 
 

（２）議論に当たっての優先順位 
二号側の考える全体の優先順位は、５月２６日の総会に提出した資料の順番の通り

（附帯意見の番号で示すと、１→４→１０→１２→６→７→８→１１→２→１５→１３

→５の順番）である。今後の議論のタイムスケジュールを設定するにあたっては、二号

側から提案した事項はいずれも然るべき時期に十分な議論を行うことができるように

していただきたいが、その中でも、診療報酬体系のあり方の本質に関わるような大きな

テーマについてはとりわけ議論に相当な時間が必要となること、さらに次回診療報酬改

定は６年に一度の介護報酬との同時改定に当たる重要な改定であること等に鑑み、次の

項目について優先的な議論をお願いしたい（別途今後の検討課題について整理を行って

いる DPC に関連する事項を除く）。なお、技術評価の在り方に関しては、昨年１１月１

８日の基本問題小委員会でも議論した通り、縫合糸などの「モノ」の評価の分離が必要

になると考えられるので、その点も含めた検討を行うべきである。 
※印は医科歯科共通項目 

① 診療報酬体系のあり方の本質に関わる事項 
○ 「技術」と「モノ」の評価の分離※（１－２－①） 
○ 基本診療料に含まれるとされる建物・設備等のキャピタル・コストや人件費

等のオペレーティング・コストや技術料の積算根拠の明確化、原価計算による

根拠に基づく点数設定※（１－２－②） 
○ 医療行為に見合った診療報酬の評価（他－２－①） 
○ 加算ではなく基本診療料及び特掲診療料本体の引き上げによる対応※（１－

２－③） 
○ 病院における複数科同時受診の再診料の算定（１－２－④） 

【技術評価の在り方】 
○ 手術料における外保連試案の適切な活用（共通部分における歯科の活用を含

む）（４－２－③） 
○ 内科系の技術評価の在り方（→内保連の検討）（４－２－④） 
○ 歯科の技術評価の在り方（→日本歯科医学会の活用）（４－２－⑤） 

【地域特性を踏まえた診療報酬の在り方】 
○ 医療資源（医師数・看護職員数等）の過少な地域における算定要件緩和（１

２－２－①） 
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○ 都道府県に対する裁量権付与の是非の検討（１２－２－②） 
② 診療報酬・介護報酬の同時改定に関連する事項 

○ 医療保険と介護保険の給付対象の整理※（１１－２－①） 
○ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、居住系サービスにおける医療提供

の整合性※（１１－２－②） 
○  退院調整におけるリハ継続の確保などの連携強化※（１１－２－③） 
○  在宅歯科診療の適切な評価（他－２－⑧） 
○  施設等における口腔管理の充実と評価（１１－２－⑤） 
○ 訪問看護ステーションの意義の見直しと充実のための方策（８－２－①） 
○ 訪問看護の適切な提供のための医療保険と介護保険の間の整理（医療保険へ

の一本化も含めた検討）（８－２－②） 
○ 各病期別機能分化の推進において、慢性期入院医療の在り方・機能を明確化

（２－２－①） 
○ 認知症患者の状態像に応じた評価の在り方（２－２－②） 

 

２．調査項目について 
事務局の「対応案」においては「既存の調査等で対応」、「今後調査予定」、「現時点で

は調査予定なし」に分類されているが、エビデンスに基づいた議論を進めていくために

は、「現時点では調査予定なし」とされている項目についても、今後何らかの調査が不

可欠になってくると考えられるので、必ず実施するようお願いしたい。 
なお、個別の調査内容に関する現時点における意見は下記の通り。 

（１）二号側から提出可能なデータ 
「既存の調査等で対応」とされている「病院における複数科同日受診の実態調査」（１

－２－４）や「今後調査予定」とされている「療養病棟や精神病棟における認知症患者

の入院状況、介護施設や在宅を含む認知症患者の分布状況等の実態調査」（２－２－２）

などは、日病協でも調査を実施中ないし今後実施予定であり、これらを含め二号側から

提出可能なデータについては今後積極的に出して、議論に役立てたいと考えている。 
（２）民間の調査結果活用の検討 

「現時点では調査予定なし」とされている項目のうち、「手術料の評価の引き上げに

よる労働環境の改善度調査」は今年度改定の重点課題であり、今後の議論にとって不可

欠な調査であると考えるが、もし厚生労働省で調査ができないのであれば、民間の調査

結果の活用なども考えられるのではないか。また、その他の「現時点では調査予定なし」

の項目についても、民間調査を活用できるものは活用すべきであると考える。 
（３）その他 

「基本診療料及び技術料に係る中間消耗材料費等を含むコスト分析調査」が「現時点

では調査予定なし」とされているが、７月１４日の総会において医療機関のコスト調査
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分科会が今年度実施する調査内容を了承しており、今年度は当該調査内容で実施すると

しても、「中間消耗材料費等を含むコスト分析調査」は今後必要になる調査であると考

えられるので、その実施に向けたスケジュールを検討していただきたい。併せて、今年

度の調査結果がいつ頃報告されるのかというスケジュールも示していただきたい。 
また、「二次医療圏ごとの訪問看護ステーションの設置運営状況の調査」（８－２－１）

について「二次医療圏ごとは除く」形ならば「既存の調査等で対応」とされているが、

二次医療圏ごとの調査・分析こそが必要であると考える。 
 

３．その他 
 ５月２６日の総会において二号側から今後の検討課題に関する提案を行った後も、審

議の過程で、いわゆる「５５年通知」に関連した諸問題など、「提案」には含まれてい

なかった新たな検討項目を提起している。問題の重要性に鑑み、これらについてもでき

るだけ早急に十分な議論の機会を確保するようお願いしたい。 
 

以 上 
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